
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉司法書士会と空家等対策の 

実施協力に係る協定を締結しました 
 日高市と埼玉司法書士会は、安心安全なまちづくりを推進することを目的に、令和

３年９月28日、「空家等対策の実施協力に係る協定」を締結しました。 

日高市では、令和３年３月に「日高市空家等対策計画」を策定し、空き家問題の解

決に向けた施策を総合的かつ計画的に進めています。今回の協定締結により、司法書

士の専門的な知識を生かして、空家等の発生防止や複雑な問題の解決につながること

が期待されます。 

 

協定の内容 

・空家等に関する相談 

・空家等の権利関係の調査 

・空家等の利活用に関する助言や登記手続事務等 

 

これまでの空家等対策への取り組み 

平成25年11月 日高市空き家等の適正管理に関する条例 

平成30年１月 日高市空き家・空き地バンクの開始 

令和元年12月 日高市空家等対策の推進に関する条例 

令和２年７月 日高市空家等対策協議会の設置 

令和３年３月 日高市空家等対策計画の策定 

情 報 提 供 資 料 

  令和３年９月２９日(水) 

日 高 市 

都市計画課  

計画推進・企業誘致・住宅政策担当 

℡042-989-2111 内線 3305 

課長 下田 篤司 

担当者職・氏名 主幹 清野 良仁 


